
プロジェクトの
PDCAサイクルにおける

事業評価

妥当性 ■  相手国の開発計画との整合性
■   開発ニーズとの整合性
■  事業計画やアプローチの適切性

整合性 ■  日本政府・JICA 開発協力方針との整合性
■  JICA 内の他の事業・支援などとの連携（相乗効果・シナジーなど）
■  JICA 外の機関との連携・国際的枠組みなどとの協調など

有効性 ■  期待された事業の効果の、目標年次における目標水準の達成度（受益者間の差異にも留意）

インパクト ■  正負の間接的・長期的効果の実現状況（環境・社会配慮を含む）、社会システムや規範、人々の幸福、人権、ジェ
ンダーの平等、環境への潜在的な影響の有無

持続性 ■  政策・制度面、組織・体制面、技術面、財務面、環境社会面、リスクへの対応、運営維持管理の状況

効率性 ■  プロジェクトの投入計画や、事業期間・事業費の計画と実績の比較

 JICAの新評価基準と主な視点

事前評価
計画段階で事業の優先度・必要性、予想さ
れる効果を確認し、事業の実施中や終了後
に効果を確認する際に必要な指標と目標値
の設定を行う。

モニタリング
計画どおりに事業が行われているか、適切
に成果が出ているかなどを確認し、必要に
応じた計画見直しなどを行う。

フィードバック〜アクション
評価結果を、終了した事業の必要なフォロー
に活用するとともに、将来の類似事業の形
成にフィードバック（評価や改善点を伝え、
次の行動を軌道修正）する。

事後評価
効果の発現に向けた取り組みが適切に行わ
れたか、結果として期待された効果が発現
したかなどを重点的に確認し、評価する。事
後評価結果はJICAウェブサイトで公表する。

Learning
事業の改善

Accountability
説明責任 Plan

計画段階

Do
実施段階

Action
改善段階

Check
成果確認段階

質の高い事業を支える取り組み

事業の透明性

事業の改善と説明責任を果たすために
　JICAは、「計画（Plan）→実施（Do）→成果確認（Check）
→改善（Action）」という一連のPDCAサイクルを回しなが
ら、事業を実施しています。「事業評価」はこのPDCAサ
イクルに沿って、事業の改善と国民への説明責任を果た
すことを目的として、実施した各事業の評価や複数事業
の総合的・横断的な評価・分析などを行っています［➡

下図を参照ください］。
　成果の確認段階である「事後評価」では、スキームや評
価主体の違いにかかわらず、基本的な評価枠組みを共通
にすることで、整合的な評価の実施と評価結果の活用を
目指しています。具体的には、①経済協力開発機構／開
発援助委員会（OECD DAC）による国際的なODA評価の視
点である「DAC評価基準」に準拠した評価、②レーティン

 事業評価 
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 JICAの業務運営と業績評価の枠組み

中期（5年）の計画・評価サイクル

JICA
中期計画	
(5年) 自己評価

主務大臣

中期目標の指示
評価結果の通知・公表 提出・公表

評価

評価・見直しへの意見
（事業の改廃勧告※）

評価、業務・組織の
見直し結果の通知

総務省
独立行政法人
評価制度委員会

業務・組織全般の見直し

年度の計画・評価サイクル

JICA
年度計画 自己評価

主務大臣

評価結果の通知・公表
(業務運営改善命令※） 提出・公表

評価

※　主務大臣評価の結果、事業の改廃勧告や業務運営改善命令がなされることがあります。

中期目標
（5年）

質の高い事業を支える取り組み

グ制度を活用した統一的な評価結果の公表、を実施して
います。
　DAC評価基準は、SDGsの理念を反映させるなどのた
め、2019年に改定されました。JICAでもDACの新しい
評価基準に準拠して評価基準を約10年ぶりに見直し、
2021年度に評価を開始した案件から、新評価基準を適
用しています［➡P.64表を参照ください］。

客観性と透明性を確保した評価
　事業実施の効果を客観的に測ることが求められる事後
評価では、原則事業費が10億円以上の事業には、外部
の評価者による評価（外部評価）を実施し、評価結果を
JICAウェブサイトで公開して透明性の確保に取り組んで
います。また、外部有識者で構成される「事業評価外部

有識者委員会」を定期的に開催し、評価の手法や体制、
制度全般などに関する助言を得ています。	

評価結果の活用を重視
　JICAは、事業評価結果を類似した事業の計画・実施や、
協力の基本方針へ反映し、事業および基本方針の改善に
活用しています。また、評価結果は相手国政府にもフィー
ドバックを行い、相手国政府の事業や開発政策などに反
映されるよう努めています。

目標・計画策定と業務実績評価の枠組み
　JICAは「独立行政法人通則法」に則り、5年間の中期計
画と各年度の年度計画に基づき業務を実施しています

［➡P.13を参照ください］。
　そのうえでJICAは各計画の達成状況に関する実績を自
己評価し、主務大臣（外務大臣等）に提出します。主務大
臣はJICAの実績を評価し、その結果を公表します。
　第4期中期目標期間（2017〜2021年度）における業務実

績、また、第4期中期計画の最終年度に当たる2021年度
の業務実績については、主務大臣より「中期計画におけ
る所期の目標を上回って達成していると認められる（総
合評定：A）」と評価されました。

 業績評価 

 関連情報 
 JICAウェブサイト ＞ 事業評価年次報告書、事業評価案件検索

 関連情報  
JICAウェブサイト ＞ 中期計画・年度計画、業務実績等報告書

外務省ウェブサイト ＞ JICAの業務実績評価
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https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/general_new/index.html
https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/index.php
https://www.jica.go.jp/disc/chuki_nendo/index.html
https://www.jica.go.jp/disc/jisseki/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/pe_ar/page24_000483.html



